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特記仕様書(共通編) 
 

１ 設計図書 

本工事の施工にあたっては、「高知県建設工事共通仕様書」等以下に示す仕様書(以下「標準仕様書」という。)に基づ

き実施しなければならない。 

ただし、共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改訂された最新のものと

する。なお、工事途中で改訂された場合は、この限りではない。 

  ・ 高知県建設工事共通仕様書 高知県土木部 

  ・ 公共建築工事標準仕様書   ( ・ 建築工事編 ・ 電気設備工事編 ・ 機械設備工事編 )  

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

  ・ 公共建築改修工事標準仕様書 ( ・ 建築工事編 ・ 電気設備工事編 ・ 機械設備工事編 )  

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

  ・ 公共建築木造工事標準仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

  ・ 建築物解体工事共通仕様書 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

 

２ 特記仕様書の適用 

    本特記仕様書に記載された特記事項の中で、■印又は□印の付いたものは、■印の付いたものを適用する。 

 

３ 施工条件 

工事用地   工事及び作業用地の範囲は、図示による。 

作業時間及び 

工 程 計 画 

  作業(現場事務所での事務的作業を除く。)時間は原則として、８時から 17 時迄とするが、特 

記仕様書に記載がある場合はそれを優先する。 

  ただし、工事の内容によりこの時間により難いときは、監督職員の承諾を得ること。 

  また、本工事と同日の工事期限である下記の別途発注工事(■印のあるものに限る。以下「関 

連工事」という。)があり、本工事の工事期限には関連工事で必要となる総合試運転調整期間や 

屋外工事期間等が含まれている。工程計画の作成にあたっては、関連工事受注者と調整のうえ、 

全ての関連工事が工事期限を順守することができる工程計画を作成すること。 

□ 建築主体工事  □ 外構工事  □ 電気設備工事  □ 機械設備工事  □ 空調設備工事 

□ 衛生設備工事  □ 昇降機設備工事  □ 

 建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、関連工事を含めた各工事が支障の無 

い状態にまで完了しているべき期限(「概成工期」という。)は下記のとおりとする。概成工期 

が特記された場合は実施工程表にこれを明記し、順守すること。 

  概成工期 ・・・ ( □ 工期末の   日前   □ 令和  年  月  日迄) 

※ 工事が完了した部分について、工事期間中必要な部分は、部分使用を行う場合がある。  

４ 分別解体等及び再資源化等について 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「建設リサイクル法」という。)〔平成 12 年５月 31 日 法律第 104

号〕により適正に施工すること。 

※対象となる建設工事 

対象建設工事の種類 規模の基準 

建築物の解体 床面積の合計 80 ㎡以上 

建築物の新築・増築 床面積の合計(増築は増築部分のみ) 500 ㎡以上 

建築物の修繕・模様替(ﾘﾌｫｰﾑ等) 請負代金の額 1 億円以上 

建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) 請負代金の額 500 万円以上 

※分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材 

①コンクリート  ②コンクリート及び鉄から成る建設資材  ③木材  ④アスファルト・コンクリート 

 

５ 産業廃棄物の処理について 

１ 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物（以下「産業廃棄物」という。）について、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律（以下「廃掃法」という。）を遵守し、工期内に最終処分（埋立処分、海洋投入処分、又は再生）を終了しなけれ

ばならない。また、受注者は産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより適正に処理されている

ことを確認するとともに監督職員に提示しなければならない。 

2 受注者は、産業廃棄物を現場内（現場外に仮置きした場合は積替え保管場所）から搬出する時、工事黒板に運搬車のナン

バー、出発時刻を記載し（運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。）、工事黒板と荷姿、運搬

車のナンバーが写るよう運搬車後面の写真撮影をすること。（各積載重量別車両毎に１工程以上） 

  また、搬出先の処分場１カ所につき１回以上、運搬車が処分場に到着した時において、運搬車の荷姿、車両ナンバー及

び産業廃棄物を収集運搬している旨の表示が確認できる写真に加え、処分場の名称が分かる看板等と運搬車が一緒に写っ

た写真を撮影し、搬出時の写真とあわせて必要に応じて監督職員に報告すること。 
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６ フロン類の適正な回収 

  受注者は、本工事において「業務用冷凍空調機器」が廃棄又は整備される際に発生するﾌﾛﾝ類(CFC、HCFC、HFC)につい

て、「特定製品に係るﾌﾛﾝ類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」を遵守し、適正に回収しなければならない。ま

た、受注者(第一種ﾌﾛﾝ類引渡受託者)は行程管理票により適正に運搬・回収されていることを確認するとともに発注者(第

一種特定製品廃棄等実施者)に引取証明書の写しを提出しなければならない。 

 

７ 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について 

１ 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が 100 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が

500 ㎥以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン 様式１)を建設副産物情報交換システム

(以下「COBRIS」という。)により作成し、再生資源利用計画書は施工計画書、実施書は完成資料と併せて提出しなければ

ならない。 

２ 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が 100 万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又

は搬出量が 500 ㎥以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン 様式２)を COBRIS によ

り作成し、再生資源利用促進計画書は施工計画書、実施書は完成資料と併せて提出しなければならない。 

３ 受注者は、500m3 以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは、あ

らかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造

成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載した書面を作成し再生

資源利用促進計画の添付資料とする。 

４ 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない。また、再生資源利用(促進)計画書(現

場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲げること。 

５ 受注者は、500m3 以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先

へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が

計画と一致することを確認する。なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。 

６ 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付

する。 

7 受注者は、再生資源利用(促進)計画書、実施書及び受領書を工事完了日から５年を経過する日まで保存すること。 

(参考)COBRIS については、建設副産物情報センターのホームページ(https://www.recycle.jacic.or.jp)より、利用申請等を

行うことができる。 

 

８ 工事実績情報システム(CORINS)への登録 

  受注者は、受注時又は変更時(工事請負代金額のみの変更を除く)において工事請負代金額が 500 万円以上の工事につい

て、工事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事実績データ」を作

成し監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から 10 日以内に、

完成時は工事完成後 10 日以内に、訂正時は適宜登録機関(https://cthp.jacic.or.jp)に登録申請しなければならない。 

  また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた場合は、その写しを直ちに監督職員に提出しなければならない。な

お、変更時と完成時の間が 10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 

  ただし、各期間には土曜日、日曜日、祝日等は含まない。 

 

９ 火災保険の加入 

  保険対象金額は次を標準とし、造作材搬入、電気設備配線、機械設備配管又は機器搬入のうち最も早い時期以前に加入

する。契約の終期は、工事完了予定日後３０日以上とし、保険証書(火災保険証券)の写しを監督職員に提出する。 

構造種別 建築主体工事 電気・機械設備工事 備       考 

鉄筋コンクリート造 直接工事金額の 60%以上 

屋内工事金額の 100% 

① 改修、模様替え工事は、直接工事金額の 90% 

以上とする。 

② 防水改修工事の場合は、漏水に対する保険の 

加入を奨励する。 

③ 特殊な工事は、監督職員と協議する。 

木造・鉄骨造 直接工事金額の 90%以上 

 

10 法定外の労災保険の付保 

  受注者は、本工事において公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険

契約(法定外の労災保険)の付保に努めなければならない。 

 

11 建設業退職金共済組合 

   受注者は、原則として建設業退職金共済組合に加入し、工事請負契約締結後 30 日以内に掛金収納書を契約担当課に提

出すること。 
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12 交通誘導員の配置について 

１ 交通誘導員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和 47 年法律第 117 号)第４条による認定を受けた警備業者の警備

員を配置することとする。(交通誘導員として建設作業員等他職種の者を従事させないことを原則とする。) 

  ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できる者と監督職員が認めたものについては、この限りではないものとす

る。 

２ 「警備員等の検定等に関する規則(平成 17 年国家公安員会規則第 20 号)第２条」により、高知県公安委員会が道路にお

ける危険を防止するため必要と認める交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務の一級検定合格警備員又は二級検

定合格警備員を、交通誘導警備業務を行う場所ごとに一人以上配置することとする。 

  なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変更が生じた場合は速やかに監督職員

に同資料を提出するものとする。 

３ 工事期間中の安全確保のため、本工事での交通誘導員の配置人数は以下のとおりとする。なお、変更が生じた場合は設

計変更の協議の対象とする。また、交通誘導員の配置、期間等については事前に監督員と協議を行うこと。 

 

・警備業者の警備員で、交通誘導警備業務に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格 

警備員又は二級検定合格警備員(交通誘導員Ａ) 
   0 人 

・警備会社の警備員で、交通誘導員Ａ以外の者(交通誘導員Ｂ)    0 人 

 

13 公共事業労務費調査に対する協力 

１ 本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入

し発注者に提出する等、必要な協力を行なわなければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。 

２ 調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実

施に協力しなければならない。また、本工事の経過後においても、同様とする。 

３ 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って

就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っ

ておかなければならない。 

４ 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請契約工事の受注者(当該下請工事の一

部に係る二次以降の下請負人を含む)が前３項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 

 
14 提出書類 

１ 提出書類は、本書、指名通知書の入札条件、関係法令及び高知県の定める建設工事契約事務処理要領の各規定、請負契

約書並びに設計図書によることとし、その他の提出書類は次のものとする。 

提 出 書 類 提 出 時 期 備    考 

 工事進捗状況報告書 毎月上旬 
請負金額が１億円未満の工事について提出を省略することができ

る。省略した場合は、指示簿等を用いて書面で指示する。 

 工事日誌 
工事完成時及び 

監督職員の請求時 

請負代金額 3000 万円未満の工事又は工期が 90 日未満の工事につい

ては監督職員の指示により省略することができる。省略した場合は、

指示簿等を用いて書面で指示する。 

 

(注１) 提出書類は、指定がないかぎり工事監督職員に一部提出すること。 

(注２) 書類の提出にあたっては、建築工事提出書類一覧表を参考とすること。 

２ 施工体系図は、各下請枠の下部枠外に下請契約の金額及び一次下請については各下請ごとの比率を記入し、また、一次

下請合計金額及び合計比率を用紙左の空白部に記入したものを、下請契約書の写しを添付し監督職員に提出する。(掲示に

あたっては施工体系図への金額及び比率の記載は不要。) 

  交通整理、場内整理、残土処理の運搬のみ及び産業廃棄物運搬等は施工体系図に記載すること(下請総額の範囲から除外

し、下請金額及び比率の記入不要。また、施工体制台帳への記入不要)。ただし、産業廃棄物処理業者による運搬は記載不

要。 

３ 総合施工計画書は、請負代金額が 500 万円未満の工事については作成及び提出を省略することができる。ただし、総合

施工計画書を省略した場合であっても、総合施工計画書に記載される情報のうち、工事中に施設の管理上必要となる情報

等については、別途監督職員に提供すること。 
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15 揮発性有機化合物(VOC)による室内空気汚染対策 

  本工事の施工対象区域内において、室内の揮発性有機化合物の濃度測定が行われた場合(別契約により実施された場合を

含む)、その測定対象物質の測定結果が厚生労働省の定める指針値を超えている場合は、原則として本工事の引き渡しを行

わないこととする。ただし、次のいずれかに該当する場合は除く。 

    1 何らかの対策が施された結果、揮発性有機化合物の濃度が厚生労働省の定める指針値以下となったことが確 

認された場合。 

    2 濃度測定の結果が、本工事の施工により生じたものでないことが明確である場合。 

    3 濃度測定が、使用開始後(備品の搬入等を含む)に行われた場合。 

  本工事の引き渡し後、あるいは、使用開始後に室内の揮発性有機化合物(VOC)の濃度測定が行われ、測定結果が厚生労働

省の指針値を超えている場合については、受注者は、工事引き渡し後であっても、その原因究明に当たって協力しなけれ

ばならない。また、本工事の施工が原因となって、揮発性有機化合物の濃度が厚生労働省の定める指針値を超えたもので

あることが判明した場合は、受注者の負担により、その対策を講じなければならない。 

 

16 中間検査 

  標準仕様書による「中間技術検査」は、「高知県建設工事検査規程」(昭和 42年高知県訓令第３号)による「中間検査」

と読み替える。 

 

17 工事監理補助業務の受注者への協力等 

  受注者は、本工事に関する工事監理補助業務が別途委託された場合には、次の各号によらなければならない。 

     1 工事監理補助業務の受注者が監督職員に代わり現場で立会等の臨場をする場合には、その業務に協力しなければ 
ならない。また、書類(計画書、報告書、データ、図面等)の提出に関し、説明を求められた場合はこれに応じな 
ければならない。ただし、工事監理補助業務の受注者は、請負契約書に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、 
協議及び確認の適否等を行う権限は有しない。 

     2 監督職員から受注者に対する指示または通知等が工事監理補助業務の受注者を通じて行われた場合は、監督職員 
から直接指示または通知等があったものとみなす。 

     3 監督職員の指示により、受注者が監督職員に対して行う報告または通知は、工事監理補助業務の受注者を通じて 
行うことができるものとする。 

 

18 県内産資材の優先使用 

  本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。 

  なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督員の確認を受けること。 

注 1： 県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は、高知県外 

で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。 

ただし、①木材は高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高 

知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。 

注 2： 県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。 

 

19 CAD データの貸与 

  本工事の設計 CAD データの貸与を希望する場合は、書面において申し出ること。 

  なお、貸与した CAD データは、本工事の履行に必要な施工図の作成及び完成図等の作成においてのみ使用してもよいこ

ととし、それ以外の目的では使用してはならない。 

  また、当該 CADデータは完成検査時にすべて返却することとし、受注者は、契約履行期間中に複製を作成または再配布

している場合は、すべて削除しなければならない。 

 

20 個人情報の保護について 

  受注者は、この契約による工事を施工するための個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律を遵 

守すること。 

(参考) 個人情報保護制度に関するアドレス 
       https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 

 

21 暴力団又は暴力団関係者からの不当要求又は工事妨害(以下不当介入という)の排除について 

１ 受注者は、暴力団又は暴力団関係者から工事の施工に関して不当介入を受けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告

し、所轄の警察署に届け出なければならない。 

２ 受注者は、不当介入による被害を受けたときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、所轄の警察署に被害届を提出しな

ければならない。 

３ 受注者は、監督職員及び所轄警察署と協力して、不当介入の排除措置を講じなければならない。 

４ 受注者が不当介入の報告を怠った場合は、「越知町建設工事指名停止措置要綱」に基づき、指名停止を行うものとす

る。 

 
  

https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html
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22 高知県週休２日促進工事の実施について 

  本工事は、工事着手日から工事完成日までの間の土曜日及び日曜日を現場の休工日を基本とする高知県週休２日促進工

事の対象工事である。 

  実施にあたっては、高知県週休２日促進工事実施要領（営繕工事編）による。 

■発注者指定型 

□受注者希望型 

(参考) 高知県週休２日促進工事実施要領（営繕工事編）に関するアドレス 

  https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/172101/1215.html 
 

23 猛暑による作業不能日数 

■猛暑による作業不能日数を見込んでいない 

□猛暑による作業不能日数を次のとおり見込んでいる 

ⅰ)作業不能日数：   日間 

ⅱ)上記ⅰ)は、環境省が公表する四国地方_高知 須崎 地点における WBGT 値（気温、湿度、日射・輻射を考慮した暑さ指

数）過去５年分(20  年～20  年)について、本工事の工期に対応する期間（行政機関の休日に関する 法律（昭和 63 年法

律第 91 号）に定める行政機関の休日及び夏季休暇（３日）を除く。）において、８時から１７時の間に WBGT 値が３１以

上となった時間を算定し、日数に換算したもの５年分を平均したもの。 

ⅲ）気象状況により工期中に発生した猛暑による作業不能日数（当該現場における定時の現場作業時間において、環境省が

公表する四国地方_高知 須崎 地点における WBGT 値が３１以上となり、かつ受注者が契約工事単位で全作業を中断し、

又は現場を閉所した時間を算定し、日数に換算したもの（小数点以下第一位を四捨五入する。））がⅰ）の日数から著し

く乖離した場合には、受注者は発注者へ工期の延長変更を協議することができる。 

 

24 監理技術者等 

建設業法第 26 条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(特例監理技術者)の配置 

□認めない 

■認める 

１.本工事において、建設業法第 26 条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)

の配置を行う場合は以下の(１)～(12)の要件を全て満たさなければならない。 

(１)  兼務する工事が社会機能の維持に不可欠な工事(維持委託業務等を含む。)でないこと。 

(例：24 時間体制で応急処置作業や巡回パトロール等が必要な工事等) 

(２)  低入札価格調査制度の調査対象工事でないこと。 

(３)  同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、同時に２件までであること。 

(４)  特例監理技術者が兼務できる工事は、特例監理技術者として職務を適正に遂行できる範囲内にあること。 

具体的には、工事現場の相互の距離が 10ｋｍ 程度以内の近接した場所であること。 

(５)  特例監理技術者が兼務できる工事は、越知町発注工事以外(公共工事に限る。)でも可能とする。 

(６)  特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に 

遂行できること。 

(７)  特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 

(８)  建設業法第 26 条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。) 

を専任で配置すること。 

(９)  監理技術者補佐は、主任技術者の要件を満たしている者のうち、１級施工管理技士補を有する者又は１級施工 

        管理技士等により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定 

に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。 

(10）  監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的(３ヶ月以上)な雇用関係にあること。 

    （11） 監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

    （12）  兼務する工事の発注者に本工事との兼務について承諾を得ること。 

２.本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、「建設業法第 26条第３項ただし書の規定の適用

を受ける監理技術者及び監理技術者補佐の取扱いについて」(令和５年３月 14 日付け４高土政第 1343 号土木部長通知)に

規定する別記様式１、別記様式２及び１の(１)～(12)の事項について確認できる書類を「現場代理人・技術者届」に添付

し、提出すること。 

３.本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ

(ＣＯＲＩＮＳ)への登録を行うこと。 


